
 

                                     

                              

日 時：令和４年１１月１１日（金）１５：３０～１７：３０ 

                  会 場：市川市役所第１庁舎 ５階 研修室 

 

 

 

   １ 開会 

  ２ 議題 

   ⑴ 会長・副会長の互選 

   ⑵ 報告事項 

「市川市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例」の制定に 

ついて 

３ 閉会 

 

【令和４年度第１回市川市個人情報保護審議会】 次第 
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１．現行条例の内容

昭和６１年から条例により個人情報保護制度を運用

・個人情報の収集のルール
・本人による閲覧等・目的外利用・外部提供のルール
・開示が認められない場合の救済のルール
・審議会（個人情報の取扱いを審議）の設置
・審査会（審査請求の審査）の設置
・非識別加工情報の提供のルール
・個人情報の不適切な取扱いをした場合の罰則
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２．個人情報保護制度の改正イメージ
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３．制度予定条例の内容

個人情報保護法が改正されたことにより、個人情報保護法で
全国共通ルールを定め、原則として各自治体で保護の水準を
高めたり、弱めたりすることを禁止

条例で定めてよい事項が限定

①法律で委任された事項
→ 開示手数料の額、開示決定期間の短縮、審査会への諮問

②保護の水準の変更に当たらない事項
→ 条例の運用状況の議会への報告、手数料に関する罰則、

審査会の設置
について、原則、現行条例と変わらない内容を定める。
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４．現行と制定後の比較

現行条例
（条文）

現行 制定後

⑴ 第7条
法令や審議会が認めた場合以外は、要配慮個人情報（病歴、障がいなど）を収集、利用、提供しては
ならない。

×

⑵ 第9条 個人情報は原則として本人から収集し、一定の場合に限り第三者から収集できる。 ×

⑶ 第12条
個人情報を扱う情報システムは、法令や審議会が認めた場合でない限り、他の情報システムと結合さ
せてはならない。

×

⑷ 第27条 市の出資法人は、市と同様の保護措置を講じなければならない。 ×

⑸ 第24条 審議会の設置 ×

⑹ 第8条 個人情報を収集する場合、市長に業務の届出をする。 ×

⑺ 第10条の5 目的外利用や外部提供する場合にも、市長に届出する。 ×

⑻ 第21条 個人情報目録を作成し、市民の閲覧に供する。 ×

⑼ 第26条 市は、条例違反行為をしている事業者に対して調査や是正指導を行うことができる。 ×

⑽ 第29条 条例の運用状況を公表する。 ×

⑾ 第29条 条例の運用状況を議会に報告する。 〇

⑿ 第33条 審査会委員が秘密を漏えいした場合の罰則 〇

⒀ 第36条 不正に手数料の徴収を免れた場合の罰則 〇

⒁ 第18条 開示請求に対する開示決定等の期限 〇

⒂
第20条
別表

開示手数料 〇

⒃
第23条
第22条の2

審査会の設置及び審査会への諮問 〇

⒄
第5章の2
（第24条の2～第24
条の17）

非識別加工情報の提供 ×
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５．今後のスケジュール(予定）

（１）令和４年１２月：議会へ条例案を提出

（２）令和5年1～3月（予定）：庁内説明会の実施

（３）令和5年3月まで：規則、規程の整備

（４）令和５年4月1日：「（仮称）市川市個人情報の保護に関する
法律の施行に関する条例」を施行
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